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令和６年度「若手人材等による地域課題解決提案事業」募集要領 

 
１ 目的 

  少子高齢化に伴う人口減少により、行政だけでは解決することが困難な課題が県内各地

で発生しており、これらの課題解決にあたっては、柔軟な発想を持つ若手人材等が必要と

なる。 

そこで、県では、若手人材等を対象に、地域の特性を活かし、地域課題の解決に取組む

事業を支援し、持続的かつ自立的な地域振興へ貢献する、新たな地域づくりの担い手を創

出する。 

 

２ 募集内容 

（１）対象者 

ア 事業実施年度の４月１日時点で概ね 45 歳以下の個人。（左記の者を中心に構成さ

れるグループを含む。） 

イ 民間企業、大学、NPO 法人、公益法人、研究所等の団体。 

  ただし、事業実施体制は、上記アの要件を満たす者を中心に構築するものとする。 

（２）スケジュール 

   申請締切り：令和６年６月７日（金） 

   補助金交付決定：令和６年６月中旬（予定） 

   実績報告：令和７年３月末 

（３）対象事業 

   地域課題の解決に向け、コロナ禍の経験を踏まえた新しい地域づくりを推進するとと

もに、新たな担い手の創出・育成を図るソフト事業 

【例】地域内外の交流促進、過疎地での子育て支援、学習支援、関係人口の拡大、森林・

山村資源による再生可能エネルギーの利活用、高齢者への買い物支援などの地域

課題の解決に寄与する事業 

（４）対象とならないもの 

  ア 地域の課題解決を目的としない事業 

   ・娯楽、興業等を主な目的とするもの 

   ・活動を伴わない政策提言等を主目的とするもの 

   ・特定の産業の振興のみを主目的とするもの 

   ・特定の個人や団体のみが利益を受けるもの 

   ・政治、宗教、選挙活動を目的とするもの 

   ・公序良俗に反するもの 

  イ 実施期間、法的制限等に反する事業 

   ・同一の事業に対し、県の他の補助金交付を受けているもの 

   ・法令等に反するもの 

   ・既に継続している事業で、内容の変更が伴わないもの 

   ・令和７年２月末までに事業を完了できないもの 
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３ 補助金の概要 

（１）補助率：補助対象経費の１／２以内。ただし、上限３０万円。 

（２）対象経費：事業を実施するに要する経費 

        旅費、報償費、需用費（食料費除く）、役務費、委託料、使用料、備品購

入費等 

 

４ 申請 

（１）提出書類 

  ア 交付申請書（様式第１号） 

  イ 事業の概要（別紙１） 

  ウ 事業の内容及び財源の内訳（別紙２） 

  エ 事業収支計画書（別紙３） 

  オ 誓約書兼同意書（別紙４） 

  カ 事業者名簿（任意様式） 

  キ その他書類（団体の概要がわかる資料（規約、定款、過去３年分の収支決算書、パ

ンフレット等） 

（２）提出方法 

   上記の書類をメールにより提出してください。メールにより難い場合は、郵送による

提出も可とします。 

（３）提出先 

   アドレス：ngt000200@pref.niigata.lg.jp 

      郵送の場合：〒950-8570 

                  新潟県新潟市中央区新光町４－１ 新潟県知事政策局地域政策課 

（４）提出期限 

   令和６年６月７日（金）必着 

 

５ 採択 

  本事業の採択は実現可能性や事業効果、継続性等を勘案して決定します。 

  なお、応募多数の場合は書類審査による選考となります。 

  （採択件数は６件を予定。） 

 

６ 問合せ先 

 新潟県 知事政策局 地域政策課 地域づくり支援班 

住所：〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１ 

電話：025-280-5095 

  電子メール：ngt000200@pref.niigata.lg.jp 


